
令和８年度

大野城市保育所ガイド

大野城市 子育て支援課保育所・幼稚園担当
所在地 ：〒816-8510 大野城市曙町2-2-1
ＴＥＬ ：092-580-1864（直通）／092-501-2211（代表）
ＦＡＸ ：092-573-8083
Ｅメール ：kenkos@city.onojo.fukuoka.jp
ホームページ：https://www.city.onojo.fukuoka.jp/

赤ちゃんと出かけやすいように、おむつ替えや授乳が
できる施設を「赤ちゃんの駅」として登録し、シンボル
マークと利用できる内容（授乳・おむつ替え）を市内の
登録施設に表示しています。

※利用時間や設備の内容は施設により異なります。
詳しくは各施設に確認してください。

※最新の情報は、市ホームページに掲載しています。

登録施設

市役所、コミュニティセンター、公民館、まどかぴあ、
すこやか交流プラザ、まどかパーク総合体育館、
ファミリー交流センター、イオン大野城、ＪＲ大野城駅、
総合福祉センター、大野城心のふるさと館 など

～「赤ちゃんの駅」をご利用ください～
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はじめに
◆「令和８年度大野城市保育所ガイド」は、認可保育所などの保育施設について、制度、申請様式、各園を紹介する
ページで構成された冊子です。保育施設の入所申請、利用、退所に関する大切な情報を掲載していますので、本誌
は保管し、手続きなどの確認にご利用ください。

◆お子様の発育状況や保護者の皆様の勤務状況などをふまえ、保育施設をご検討ください。入所を検討中の保育施設
については、お子様と一緒に見学し、保育方針などを確かめたうえで、入所を申請されることをお勧めします。

種類 施設の性質
市内の
施設数

入所（園）の
申請先

「令和８年度大野城市
保育所ガイド」での取り扱い

認可保育所（園）
共働きなど、家庭で保育ができない保
護者に代わって保育を行う施設

16施設
市役所

※在園児は各施設で受け
付けることもあります

・保育所の制度
・入所などの手続き
・手続きに必要な書類
・保育所、認定こども園、
小規模保育事業所の紹介

小規模保育事業所

保育所とほぼ同じ
少人数保育により、一人ひとりに応じ
た保育計画のもと、子どもの発達に応
じたきめ細やかな保育を行う施設

２施設

認定こども園
幼稚園と保育所の２つの機能を持ち合
わせた、教育・保育を一体的に行う施
設

３施設

保育所
部分

市役所

幼稚園
部分

各施設 ・施設マップ（→Ｐ14）
・施設一覧（→Ｐ60）
※別途、「大野城市私立幼稚園情報誌」に掲載

幼稚園
小学校以降の教育の基礎を作るため、
幼児期の教育を行う施設

６施設

各施設

届出（認可外）
保育施設

保育を行うことを目的とし、個人、団
体、民間会社などが、県に届出を行っ
て設置・運営している施設

６施設
・施設マップ（→Ｐ14）
・施設一覧（→Ｐ57）
※別途、「届出保育施設ガイド」に掲載

企業主導型保育事業
所

従業員のお子様が入所するために会社
が設置する施設
地域枠を設けた施設では従業員以外の
お子様も入所可能

17施設 ・施設マップ（→Ｐ14）
・施設一覧（→Ｐ58～Ｐ60）

児童をお預かりする市内の施設
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入所などの手続きのご案内

P７

P８

P９

P10～P12

P１３

見学及び入所申請・内定の流れ／入所申請の
締切日・入所調整結果通知予定日

入所申請の際の注意点

育児休業からの復職予定で新規入所申請する
場合の注意点

障がい・アレルギーなどがある児童の入所申
請をする場合

マイナンバーによる確認

入所調整に係る入所措置基準について

入所後の注意点／退所の手続き

市内保育施設などのご案内

P１4

P15～P56

あ
P57

P58～P60

市内保育施設マップ

保育所・認定こども園・小規模保育事業所の
紹介

届出（認可外）保育施設一覧

企業主導型保育事業所一覧／私立幼稚園・認
定こども園（幼稚園部分）一覧

保育関連事業のご案内

P61～62

あ
P63

P64

P65

P66

大野城市における『幼児教育・保育の無償
化』の概要

一時保育のご案内

病児デイケアルーム大野城のご案内

ファミリー・サポート・センターおおのじょ
う

こども誰でも通園制度

手続きに必要な書類のご案内

P67

P68～P83

入所申請必要書類一覧

入所申請書類などの様式



入所要件・入所期間
◆保育施設への入所は、児童と保護者がそれぞれ次の要件を満たしていることが必要です。

◆保育施設の入所期間は、入所要件に応じて異なります。

入所要件 具体的内容 入所期間

就労（勤務） 月６４時間以上勤務することを常態としていること 勤務期間

妊娠・出産 妊娠中であるか、出産後間もないこと

分娩予定日の前８週の前日
が属する月の1日～分娩予定
日の８週が経過する翌日が
属する月の末日（※１）

保護者の
疾病・障がい

医師が作成した診断書などにより保護者の疾病もしくは負傷が

確認でき、保育が困難な状態であること
療養期間

同居親族の
介護・看護

月６４時間以上同居親族を介護又は看護することを常態として

いること
介護・看護期間

就学
学校などに在籍し、月６４時間以上就学することを常態として

いること
就学期間

災害復旧 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること 保育を要する期間

求職活動中 勤務する意志があり、求職活動に専念していること
１ヶ月以内（※２）
（最長３ヶ月以内）

育児休業取得時
の継続入所

育児休業取得時に、既に大野城市の認可の保育施設に入所して

いる児童がいて、継続入所が必要であること

※ただし、「妊娠・出産」の要件で新規入所した場合は非該当

育児休業期間

※１ 「妊娠・出産」の要件で新規入所した場合、入所期間終了後は必ず退所していただきます。

※２ 勤務が決定していない場合には、毎月、求職活動申立書を提出し、入所期間を更新する必要があります。

また、求職活動中の入所期間内に勤務が決定した場合には、市が指定する日までに必要な手続きを行うこ

とにより、入所要件を就労に変更し、入所期間を勤務期間中に切り替えることが可能です。

児童
・大野城市に居住し住民登録していること

・生後51日から就学前までの児童であること

保護者

・保護者のうち、少なくとも１名が大野城市に居住し住民登録していること

・保護者それぞれが下表の入所要件に該当し、保育を必要とすること

※集団教育のため、社会性を身に付けるため、就学前の教養のため、近所の児童が入所しているため

など、福祉に該当しないと思われる理由の場合、保育施設の入所要件に該当しません。

令和８年度の変更点

・くすのき保育園（平野保育園分園）の定員増により保育定員を拡充します（前年度比11名増）
・令和８年度の申請から保育施設の事前見学や申請の締め切り、入所内定者の通知方法などが変更になります。
詳しくは７ページを確認してください。



開所日・利用時間
◆保護者の勤務時間などに応じて、保育施設を利用できる時間（保育必要量）を「保育標準時間」あるい

は「保育短時間」のいずれかに認定します。開所日と利用時間などは下表のとおりです。

保育必要量 保育標準時間 保育短時間

開所日
月曜日～土曜日

日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

入所要件

勤務
就学
疾病
障がい
介護
看護

下記いずれかに該当する場合
・月120時間以上の勤務等
・1日の勤務等時間が6時間以上
・保育短時間の利用時間では送迎
ができないことが明らかな場合
（通勤時間等を含める）

勤務
就学
疾病
障がい
介護
看護

保育標準時間の認定要件のいずれ
にも該当しない場合

妊娠・出産 育児休業取得時の継続入所

災害復旧 求職活動

利
用
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保
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対象者 慣らし保育終了済の満１歳以上の入所児童

申請
方法

各保育施設に直接申請
※定員を上回る申請がある場合は、利用をお断りすることがあります。

保育料
１ヶ月３，０００円

（第１・第２・第２A階層は無料）
※日割計算はありません

①②それぞれ１回２００円
※１日最大４００円かかります

支払い
方法

・保育所 ：口座振替
・小規模保育事業所
・認定こども園

利用のたびに保育施設に直接支払い

通常保育 延長保育

7：00 18：00 19：00

①延長保育 通常保育 ②延長保育

通常保育 延長保育なし ①延長保育 通常保育 ②延長保育

7：00 16：30 18：008：30

7：00 18：00 7：00 16：30 18：008：30

①延長保育 通常保育 ②延長保育

7：00 16：30 18：008：30

延長保育 通常保育 延長保育

7：00 18：30 19：007：30

①延長保育 通常保育 ②延長保育

7：30 16：30 18：008：30

延長保育なし 通常保育 延長保育なし

18：307：30

：施設指定の方法

通常保育 延長保育なし ①延長保育 通常保育 ②延長保育

7：30 18：30 7：30 17：00 18：309：00

通常保育 延長保育

7：30

18：30

19：30

①延長保育 通常保育 ②延長保育

7：30 17：00 18：309：00

7：30

18：30

8：30 16：30

①延長保育 通常保育 ②延長保育

7：30 18：30

通常保育 延長保育

19：00



保育料の算定方法
◆保育料の無償化についてはP61～P62に掲載

◆保育料の算定方法

・保育料（利用者負担額）は以下の３つの状況により、その額を決定します。

①入所児童の令和８年４月１日時点の年齢

②世帯における子どもの人数（※階層区分によって算定対象となる子どもが異なります）

③児童の扶養義務者のうち、父母の市区町村民税所得割課税額の合計額

・父母が祖父母などの扶養家族になっている場合や、父母の合計収入額が140万円以下（ひとり親の場合は

120万円以下）の場合、同居祖父母などの市区町村民税所得割課税額を保育料の算定対象とします。

・保育料の算定対象となる市区町村民税所得割課税額の年度は、下表のとおり保育施設の入所期間で異なるため、

世帯の課税額の増減によっては、８月までの保育料と９月からの保育料で変更が生じる場合があります。

◆所得などの修正申告をした場合、保育料を再算定しますので、子育て支援課へ必ずご連絡ください。

また、再算定した保育料が既支払済保育料を超える場合は、差額の請求を行いますので、ご了承ください

◆月途中で入所・退所した場合は、在園日数により保育料の日割算定を行います。里帰り出産などで、長期

欠席することによる月割・日割の算定はありませんので、月額全額を支払ってください。

◆税未申告などにより収入や税額が確認できない場合、保育料を最高額に決定します。

保育施設の入所期間
保育料の算定対象

となる市区町村民税の年度
市区町村民税の算定対象

となる収入の期間

令和８年４月～８月 令和７年度 令和６年１月～１２月

令和８年９月～令和９年３月 令和８年度 令和７年１月～１２月

保育料の支払い方法

◆（認可保育所の方のみ）口座振替の手続き方法 ※児童ごとに口座登録が必要です。

・大野城市内の金融機関、または市子育て支援課に設置している口座振替依頼書に記入・

押印のうえ、金融機関窓口へ提出いただくか、パソコンやスマートフォン、タブレット

端末からインターネットを通じてお申し込みください。（※登録完了まで１ヶ月程度

かかりますので、早めの手続きをお願いします。）

申込URL：https://www.city.onojo.fukuoka.jp/s019/20210825152251.html

・手続き可能な金融機関（※下記以外の金融機関では口座振替できません。）

・３歳以上児は保育料は無償化ですが、延長保育料の徴収等の為、原則、口座振替の手続きを行ってください。

・現在、毎月納付書での支払いをしている方も、原則、口座振替での支払いにご協力ください。

◆保育料が未納になった場合の対応

・再振替しません。督促状（納付書）を送付しますので、納期限までに金融機関で支払ってください。

・入所申請の際に記入いただく同意書に基づき、児童手当を未納の保育料に充てる場合があります。児童手当

の全額を対象とし同意をお願いしています。全額同意いただけない方には理由を確認します。

・自宅や勤務先へ訪問し、未納の保育料を徴収することもありますので、ご注意ください。

認可保育所 小規模保育事業所 認定こども園

方法 原則、口座振替 施設指定の方法

時期
月末

（金融機関が休みの場合は翌営業日）
施設指定日

◆支払い方法・時期

福岡銀行 西日本シティ銀行 ゆうちょ銀行 佐賀銀行 筑邦銀行
福岡中央銀行 筑紫農業協同組合 十八親和銀行
※筑紫農業協同組合はインターネットでの申し込みはできません。

費用負担の公平性を期すためにも、保育料は納期限までの支払いをお願いするとともに、口座振替での支払
いにご協力をお願いします。

口座振替ネット申込



《参考》令和７年度大野城市保育料表（１／２）

＜保育認定の子ども（２号・３号認定）＞

※ひとり親世帯等の保育料は、右ページ【ひとり親世帯・在宅障がい児（者）のいる世帯等】を参照

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保育料（月額）

階層区分 定義
０～２歳児（３号認定）

３歳以上児
（２号認定）

保育標準時間 保育短時間

無償化対象

第１ 生活保護世帯 0（０） 0（０）

第２
第
１
階
層
を
除
き
、
前
年
度
市
区
町
村
民
税
（
９
月
以
降
は
当
該
年
度
分
）
の
税
区
分
が
右
区
分
に
該
当
す
る
世
帯

市町村民税非課税世帯 0（0） 0（0）

第３

市
町
村
民
税
所
得
割
額

24,300円未満 14,200（7,100） 14,100（7,050）

第４ 48,600円未満 19,500（9,750） 19,300（9,650）

第５－１ 57,700円未満 24,700（12,350） 24,400（12,200）

第５－２ 72,800円未満 24,700（12,350） 24,400（12,200）

第６－１ 77,101円未満 30,000（15,000） 29,600（14,800）

第６－２ 97,000円未満 30,000（15,000） 29,600（14,800）

第７ 133,000円未満 37,200（18,600） 36,700（18,350）

第８ 169,000円未満 44,500（22,250） 43,900（21,950）

第９ 235,000円未満 52,700（26,350） 52,000（26,000）

第１０ 301,000円未満 61,000（30,500） 60,100（30,050）

第１１ 349,000円未満 70,500（35,250） 69,400（34,700）

第１２ 397,000円未満 80,000（40,000） 78,800（39,400）

第１３ 397,000円以上 97,000（48,500） 94,300（47,150）

（※）保育施設など…
認可保育所（園）、家庭的保育事業、小規模保育事業、認定こども園、企業主導型保育事業、幼稚園、
特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、児童心理治療施設、居宅訪問型児童発達支援

★階層区分認定の際の基礎となる課税額は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金税額
控除などの適用はありません。

★子どもの年齢は、当該年度４月１日時点の年齢により決定されますので、年度途中で誕生日を迎え、年齢があ
がっても、年齢による保育料の変更はありません。

★年度途中で入所した場合も、子どもの年齢は、当該年度４月１日時点の年齢により決定されます。

（）外：第１子
（）内：第２子

階層

保育料の多子軽減制度
（算定対象のうち第何子かで保育料が変わります）

延長保育料 3歳以上児の副食費
※0～２歳児は保育料に含む

算定対象 第１子 第２子 第３子以降 保育標準時間 保育短時間 第１・２子 第３子以降

第１ －
無料 無料 無料 無料

１回
２００円

無料第２ 生計を一にする全ての子ども

第３～第５－１ 生計を一にする全ての子ども 全額 半額 無料
１ヶ月

３，０００円
※日割なし第５－２～第１３

同一世帯から同時に保育施設
など（※）を利用している子ども
（小学生以上は算定対象外）

全額 半額 無料
施設の
定める額

無料

第３子以降の保育料のみ生計を一にする
子ども全員が算定対象となります



《参考》令和７年度大野城市保育料表 （２／２）

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保育料（月額）

階層区分 定義
0～2歳児（３号認定）

３歳以上児
（２号認定）

保育標準時間 保育短時間

無償化対象

第１ 生活保護世帯 0（０） 0（０）

第２A
第
１
階
層
を
除
き
、
前
年
度
市
区
町
村
民
税
（
９
月
以
降
は
当
該
年
度
分
）
の
税
区
分
が
右
区
分
に
該
当
す
る
世
帯

市町村民税非課税世帯 0（０） 0（０）

第３A

市
町
村
民
税
所
得
割
額

24,300円未満 6,400（0） 6,400（0）

第４A 48,600円未満 9,000（0） 9,000（0）

第５－１A 57,700円未満 9,000（0） 9,000（0）

第５－２A 72,800円未満 9,000（0） 9,000（0）

第６－１A 77,101円未満 9,000（0） 9,000（0）

第６－２ 97,000円未満 30,000（15,000） 29,600（14,800）

第７ 133,000円未満 37,200（18,600） 36,700（18,350）

第８ 169,000円未満 44,500（22,250） 43,900（21,950）

第９ 235,000円未満 52,700（26,350） 52,000（26,000）

第１０ 301,000円未満 61,000（30,500） 60,100（30,050）

第１１ 349,000円未満 70,500（35,250） 69,400（34,700）

第１２ 397,000円未満 80,000（40,000） 78,800（39,400）

第１３ 397,000円以上 97,000（48,500） 94,300（47,150）

★ひとり親世帯とは、母子・父子世帯のこと、在宅障がい児（者）のいる世帯のことです。
★在宅障がい児（者）のいる世帯とは、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の取得者、
特別児童扶養手当の受給者が同居している世帯のことです。

【ひとり親世帯・在宅障がい児（者）のいる世帯等】
＜保育認定の子ども（２号・３号認定）＞

階層

保育料の多子軽減制度
（算定対象のうち第何子かで保育料が変わります）

延長保育料
3歳以上児の副食費

※0～2歳児は保育料に含む

算定対象 第１子 第２子 第３子以降 保育標準時間 保育短時間 第１・２子 第３子以降

第１～第2A － 無料 無料 無料 無料

１回
２００円

無料
第３A～第6－１A 生計を一にする全ての子ども 全額 無料 無料

１ヶ月
３，０００円
※日割なし第6－２～第１３

同一世帯から同時に保育施設
など（※）を利用している子ども
（小学生以上は算定対象外）

全額 半額 無料
施設の
定める額

無料

（）外：第１子
（）内：第２子

第３子以降の保育料のみ生計を一にする
子ども全員が算定対象となります



入所申請の締切日・入所調整結果通知予定日

入所希望月

申請締切日
（16時30分までの受付）

※４月申請時のみ週末窓口
サービスのため12時30分

まで

入所調整結果
通知予定日

入所希望月
申請締切日

（16時30分までの受付）
入所調整結果
通知予定日

令和８年
4月

第1期 令和７年
12月27日
12時30分

令和８年 10月 令和８年 8月31日 令和８年 9月中旬

第2期 令和８年
2月28日

12時30分
3月中旬 11月 9月30日 10月中旬

5月 3月31日 4月中旬 12月 10月30日 11月中旬

6月 4月30日 5月中旬 令和９年
1月

11月30日

12月中旬
7月 5月29日 6月中旬

8月 6月30日 7月中旬 2月 令和９年 1月中旬

9月 7月31日 8月中旬 3月 1月下旬

見学及び入所申請・内定の流れ

◆入所を申請する前に、希望する全ての園に児童と一緒に見学をしてください。
・予約方法 ：入所を希望する保育施設に直接電話
・対象者 ：保護者及び入所を希望する児童
・持っていく物 ：教育・保育給付認定申請書兼 保育所入所申請書
裏面「子どもの状況」を正しく記入のうえ、見学の際、保育施設へ依頼し、記入内容の確認印をもらってく
ださい。保育所での集団生活において、保護者の方が安心して、子どもを安全に預けるための大事な資料と
なります。（申請後、市から入所希望する全ての保育施設へ記入内容の情報提供を行います。）

◆見学は申請日前半年以内が有効です。半年経過した場合は保育施設に再見学の要否を確認してください。
※半年以内であれば、前年度の「子どもの状況」に確認印があるものも受付可能です。

◆大野城市子育て支援課（市役所１階）の窓口へ必要書類（67ページ参照）を持参
※16時30分までの来庁をお願いします。
※コミュニティセンター窓口での受付は行っていません。

◆入所調整方法
・現在入所している在園児の継続入所を優先
・新規入所については、申請内容より、保育を必要とする時間などを総合的に判断し、優先順位の高い児童か
ら入所決定 ※入所調整前に入所枠の有無や人数をお答えすることはできません。

◆令和８年１月入所以降の希望園の変更はインターネットを通じて行ってください。
（電話その他の方法では受付できません。）
希望園変更申請URL：https://www.city.onojo.fukuoka.jp/kosodate/k006/010/060/010/010/hoikusho-henko.html

◆入所内定連絡方法
通知を送付いたします。（入所できる場合：入所承諾書 入所できない場合：入所保留通知）
入所承諾書が届き、入所を辞退される場合や申請時の内容に変更が生じた場合は子育て支援課へ連絡してください。

◆入所できない場合は、令和９年３月入所まで毎月提出書類をもとに入所調整します。令和９年４月以降の入所
については改めて申請が必要です。

◆通知前の入所可否に関する問い合わせにはお答えできません。

②入所申請

◆入所調整結果通知予定日は変更となる場合があります。
◆申請済の内容に変更が生じる場合も同じ締切日までの受付となります。
入所要件に変更がありましたら、追加書類を提出してください。提出がない場合は、毎月の入所調整ができ
なくなることがあります。
例 ・求職活動から就労への保育要件の変更の場合：就労証明書

・育児休業延長した場合：就労証明書（延長後の育児休業期間、復職（予定）年月日を記載したもの）

③入所調整

④入所内定

①保育施設の事前見学

希望園変更申請

2月18日頃



入所申請の際の注意点
＜申請様式＞
◆新年度の様式で前年度の申請を受け付けることが可能です（※前年度の様式で新年度の申請受付は不可）。

・例：令和８年度の様式で申請書などを準備し、令和８年2月（令和７年度）と4月（令和８年度）の両方を

申請することが可能です。

◆入所申請内容と入所内定時の状況が異なる場合、入所（内定）を取り消す（退所させる）ことがあります。

・例：就労証明書などで入所申請したが入所内定時に退職していた、育児休業から復職せず退職する、勤務時

間が大きく異なるなど

＜入所希望月＞
◆入所申請の際は、慣らし保育を含んだ入所希望月を「教育･保育給付認定申請書兼 保育所入所申請書」に記

入してください。（入所希望日から慣らし保育を開始します。）

＜育児休業の延長が可能で、利用調整における点数の減点が承諾できる場合＞
◆申請書の該当欄にチェックをしてください。（世帯の状況に関わらず調整点数を０点とします。園への事前見

学は不要です。）

＜入所希望施設＞
◆「教育・保育給付認定申請書兼 保育所入所申請書」にご記入の入所希望施設でのみ入所調整します。（入所

申請後に入所希望施設の変更なども可能です。）

◆入所希望施設については、入所内定後に辞退されることのないよう、入所する意思のある施設のみ記入してく

ださい。（入所を辞退された場合、以降の調整点数を減点します。）

◆入所後に通園する施設を変更したい場合は、通園中の施設に退所申請書を提出したうえで、新規申請を行う必

要があります。（ただし、年度当初に限り下記事由による転園希望については優先度の配慮があります。）

①保育所事由により保育の継続ができないと市が認める場合（医療的ケア児の受入不可、施設整備不可など）

②すでにきょうだい児が利用している園への転園を希望する場合

＜きょうだい児の同時入所を希望する場合＞
◆入所調整の際、優先度の配慮がありますが、児童全員が同時入所できる場合のみ入所内定となります。

＜小規模保育事業所＞
◆お預かりできる児童の対象年齢（令和８年４月１日時点）は下記のとおりですので、ご注意ください。

・みかさがわ保育園：０歳児～２歳児 ・じぶんみらい保育園下大利：１歳児～２歳児

※３歳以降は市内の保育所または認定こども園に入所できるよう配慮します。

＜分園＞
◆下表の保育施設では、児童の年齢などにより本園近くの分園でお預かりすることを了承のうえ、申請してくだ

さい。詳細については園の紹介ページを確認してください。

◆下表の保育施設の申請者で、下表「児童の年齢」に該当する場合は、申請時に希望園舎を指定することができ

ます。（例）やさしい保育園の場合：「両園舎希望、だいすき優先」、「だいすきのみ」 など

※平野保育園・やさしい保育園は、本園と分園でお預かりの時間が異なりますので、注意してください。

※南ヶ丘保育園は、白木原分園で保育を開始した場合も、児童の成長段階に応じて、本園での保育に移行します。

保育施設名 分園舎名 児童の年齢 分園の所在地 分園と本園の距離
申請時の希望園舎

の園舎名

平野保育園 くすのき保育園 ０歳児～４歳児 上大利2-17-5（２F） 約2.9ｋｍ（車10分） くすのき

やさしい保育園
だいすきナーサリー ０歳児～1歳児 白木原2-6-31 約750m（車３分）

だいすき
だいすき保育園 ２歳児～５歳児 白木原2-1-1 約800m（車３分）

南ヶ丘保育園 白木原分園 ０歳児～１歳児 白木原4-11-４ 約4.7km（車15分） 白木原分園

のぞみ愛児園
Petit（プティ）
のぞみ愛児園 ０歳児～５歳児 下大利団地3-1 約30m／本園隣（徒歩） プティ

たのしい保育園 しあわせ保育園 0歳児～５歳児 瑞穂町２-６-22 約2.1km（車７分） しあわせ

こすもすナーサリー
スクール

こすもすENGLISH
プリスクール ０歳児～５歳児 大城4-18-1 約2.1km（車７分） ENGLISH

慣らし保育とは、児童が保育施設の環境に慣れるまでの、２週間程度の短時間保育のことです。



育児休業からの復職予定で新規入所申請する場合の注意点

マイナンバーによる確認

◆育児休業期間中に、新規に入所希望する児童の申請は、育児休業からの復職予定の場合のみ受け付けます。

入所要件を証明する書類として、就労証明書（育児休業期間、復職（予定）年月日を記載したもの）をご準備

ください。

・申請可能な入所希望日は、証明書に記載されている復職（予定）年月日の１ヶ月以内となります。また、入

所希望日を復職予定日の１ヶ月前とすることで慣らし保育への対応をお願いします。

（例）復職予定日が令和８年６月１５日の場合、令和８年５月１５日以降の入所希望が可能です。

◆入所調整により入所不可となり、育児休業を延長した場合は、育児休業期間の延長が証明された就労証明書

をご提出ください。提出が確認できない場合は復職しているものとみなします。

◆入所した場合は、入所日から１ヶ月以内に復職し、復職年月日を記載した就労証明書をご提出ください。

・入所したにもかかわらず、育児休業を延長した、退職したなど証明書のとおりに復職しない場合、あるいは

復職後の勤務時間が大幅に減るなど復職の実態が証明書と異なる場合は、入所を取り消すことがあります。

ただし、保育所に入所が決まり次第、育児休業を短縮する意志があり、かつ勤務先もそれを認める場合、証

明書のNo.15育休短縮可否欄にて、「可」もしくは「可（予定）」に勤務先によるチェックがあると、復職

予定日の１ヶ月前よりさらに前の日を入所希望にすることができます。なお、入所した場合は育児休業を短

縮し、復職が必要です。

障がい・アレルギーなどがある児童の入所申請をする場合

◆入所希望する児童と一緒に保育施設を必ず見学し、障がいやアレルギー（程度、アナフィラキシーショックの

有無）について、特別な配慮を要することなどをお伝えください。保育施設が診断書による確認を求める場合

もあります。保育施設に障がいなどを伝えていないなどの場合は、入所（内定）しても、入所をお断りする場

合があります。お子様の安全のためご理解ください。

＜障がいのある児童・特別な配慮を要する児童＞
◆保育施設では、児童の発達状況や個性をふまえながら保育を行っていますが、お子様を安全に保育するため、

集団保育が困難な場合や医療介護が必要な場合などは、保育施設の状況によって入所できないことがあります。

◆保育施設の見学前に、医療機関などで保育施設での集団保育の可否を確認してください。

＜食物アレルギーのある児童＞
◆保育施設では、代替食・除去食の対応をしていますが、重度の食物アレルギーなどで対応できない場合は、お

弁当の持参をお願いすることがあります。

◆お弁当の持参ができない園もあります。希望する園へお弁当持参の可否を確認してください。

◆入所申請の際には、下表の①、②のいずれかを持参してください。
※在園児の継続入所申請及び在園児のきょうだい児の新規入所申請は除きます。

① 『マイナンバーカード（顔写真付のカード）』 入所申請児童及び同居家族の分

②

『個人番号通知書』もしくは
『マイナンバー記載の住民票』

入所申請児童及び同居家族の分

本人確認書類
※窓口で手続きする方の分のみ

写真付の公的な証明書 以下のうち１つ
・運転免許証 ・パスポート ・在留カード ・身体障害者手帳 ・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳

写真付の公的な証明書がない場合は、以下のうち2つ
・健康保険証 ・医療証 ・児童扶養手当証書 ・介護保険の被保険証
・年金手帳

※保護者以外の代理人が来庁する場合は、代理人の本人確認書類が加えて必要となります。



入所調整に係る入所措置基準について
◆「１．入所措置基準」により、保護者の状況に応じて基本指数を設定する。
◆「２．調整指数」により、該当する内容に応じて加算・減算する。
※１、※２により算定された最も低い保護者の指数をその世帯の指数とする。

あ

※１ 世帯の状況等が番号１から４までのいずれかに該当し、「１．入所措置基準」に基づく指数よりも高
い場合は、調整指数に置き換える。ただし、複数の番号に該当する場合は、最も高い調整指数を採用
する。番号５に該当する場合は、世帯の状況にかかわらず調整指数に置き換える。

※２ 世帯の状況等が番号６から19に該当する場合、「１．入所措置基準」に基づく指数のうち最も低い
保護者の指数に加算及び減算する。ただし、指数を調整指数に置き換えた場合は、加算については行
わない。

◆同一指数で並んだ場合、「３．優先順位」に規定する順位により、優先順位を決定する。
◆同一順位で並んだ場合、「４．優先項目」に規定する項目を上から順に適用し優先度を決定する。

１．入所措置基準

類型 措置基準 運用基準 指数

就労 ひとり親 １月当たりの
勤務時間

120時間以上 63

64時間以上120時間未満 60

ひとり親
以外の者

被雇用者
（会社等に雇用されている者）

160時間以上 50

120時間以上160時間未満 45

100時間以上120時間未満 40

64時間以上100時間未満 35

自営業
（農業、
漁業、そ
の他の個
人で営む
事業を含
む。）に
従事する
者

本人 160時間以上 50

120時間以上160時間未満 45

100時間以上120時間未満 40

64時間以上100時間未満 35

家族協力者（家族が
営む自営業に協力し
て就労する者）

160時間以上 45

120時間以上160時間未満 40

64時間以上120時間未満 35

求職 ひとり親 求職中のため保育が困難である場合 58

ひとり親以外の者 求職中のため保育が困難である場合 25

出産 出産した者又は出産予定の者 出産又は出産予定日の前後２月のうち家庭保育が困難と認め
られる場合

60

障がい 心身の障がいにより、家庭保育が困難と認められ
る者

身体障害者手帳（１級又は２級）、精神障害者保健福祉手帳
（１級）又は、療育手帳（程度A）を交付されている場合 70

身体障害者手帳（３級又は４級）、精神障害者保健福祉手帳
（２級）又は、療育手帳（程度B）を交付されている場合 40

身体障害者手帳（５級又は６級）、精神障害者保健福祉手帳
（３級）を交付されている場合

20

高齢 高齢者 65歳以上で児童の保育が困難な場合 40

疾病 精神疾患の有病者 精神性の病気の場合 70

精神疾患以
外の有病者

入院 入院が１月以上にわたる場合 70

通院 1ヶ月以上の疾病で、週３日以上の通院を要する場合 40

１ヶ月以上の疾病で、上記以外の場合 20

居宅 居宅で常時病臥の場合 70



類型 措置基準 運用基準 指数

病人の看
護等

入院、通院等の看護等に従事する者 月64時間以上病院等における看護等に従事する場合又は心身障がい児の
特別支援学校等への通学に付添に従事する場合 45

自宅介護等に従事する者 同居の親族が常時病臥で身辺自立不可能者の介護に従事する場合 45

同居の親族の通院付添い又は身辺自立可能者の自宅での介護を１月以上
にわたって従事する場合

20

就学 学校教育法
（昭和22年
法律第26
号）に定める
学校、職業訓
練施設等への
通学（所）者

ひとり親 120時間以上 63

64時間以上120時間未満 60

ひとり親以外の者 160時間以上 50

120時間以上160時間未満 45

100時間以上120時間未満 40

64時間以上100時間未満 35

災害 災害等の復旧にあたっている者 地震、洪水、火災その他不慮の災害により児童の居宅が失われ、または
大破した場合において、その復旧に当たることが常態となっている場合 100

社会的養
護が必要
な場合

社会的養護が必要な世帯 子どもが被虐待の状態にある又は被虐待のおそれがある場合 100

DV被害の状態にある又はDV被害のおそれがある場合 58

里親の委託を受けている又は受ける予定のある場合 58

算定方法 番号 運用基準 調整指数

指数を調
整指数に
置き換え
る

１
地域型保育施設(小規模保育事業所等)の卒園児の場合
保育所事由により保育の継続ができないと市が認める場合

95点

２

大野城市内の認可保育所(園)で保育士として就労している(就労予定がある)場合(配偶者が求
職中の場合は除く。)
筑紫地区５市による「保育所等に勤務する保育士に係る就学前児童の保育に関する協定」に
該当する場合

90点

３ 兄弟姉妹が既に入所している場合(求職者・卒(退)園予定児は除く。) 85点

４ 生活保護世帯の場合 60点

５ 育児休業の延長が可能で、利用調整における点数の減点が承諾できる場合 ０点

加算 ６ 生計中心者が失業した場合(ひとり親世帯は除く。) ＋35点

７
入所不可が継続中の場合
(ただし、入所を辞退した場合は、入所辞退後の入所不可回数を採用する。)
(上記５に該当する場合は除く。）

１回につき＋１点
（最大＋10点）

８ 育児休業明けで復職予定がある場合 ＋５点

９ 自営業協力者で専従者控除ありの場合 ＋５点

10
入所申込をする児童が、特別児童扶養手当の受給対象者又は身体障害者手帳１・２級、
精神障害者保健福祉手帳１級又は 療育手帳Ａを交付されている場合

＋４点

11
入所申込をする児童が、身体障害者手帳３・４級、
精神障害者保健福祉手帳２級又は療育手帳Ｂを交付されている場合

＋３点

12 父または母が単身赴任している場合 ＋３点

13 兄弟姉妹同時入所希望の場合 ＋２点

14
入所申込をする児童が、食物アレルギーを持っており、アナフィラキシー反応を起こしたこ
とがある場合

＋１点

減算 15 勤務予定の場合 －２点

16
父または母が不存在の世帯のうち、離婚はしていないが、離婚調停中かつ別居中(住民票も別
世帯)等、実態的にひとり親とみなすことができる場合(ひとり親家庭等の指数から減算)

－５点

17 同居の65歳未満の就労していない祖父母が保育している場合 －10点

18 入所内定を辞退した場合 １回につき－10点

19
同一世帯における保育の必要性が認められる兄弟姉妹(小学校就学前の児童に限る。)が認可
保育所の申込を行わず、家庭保育又は保護者の職場に同行している場合(当該兄弟姉妹が介
護・看護の対象である場合は除く。)

－15点

２．調整指数



番号 運用基準 優先順位

１ ひとり親世帯 A

２ 生活保護世帯 B

３
父又は母が不存在の世帯のうち、離婚はしていないが、離婚調停中かつ別居中(住民票も別世帯)等、実態的に
ひとり親とみなすことができる場合

C

４
父又は母が疾病、心身障がいにより就労できない場合(出産を含む。)(身体障害者手帳３級以下、精神障害者保
健福祉手帳２級、 療育手帳Ｂ以下を除く。)

D

５ 兄弟姉妹が既に入所している場合 E

6 未就学児が３人以上同居している場合 F

７ 18歳未満(当該年度４月１日現在)の子どもが３人以上同居している場合 G

8 育児休業から復帰予定の場合 H

９
保護者が就労している世帯で、入所申込をする児童が届出保育施設又は企業主導型保育事業所で保育されてい
る場合

I

10
保護者が就労している世帯で、入所申込をする児童が事業所内託児所又は転入前の認可保育園で保育されてい
る場合

J

11 保護者が就労している世帯で、上記いずれにも該当しない場合 K

12 上記のいずれにも該当しない場合 L

３．優先順位

優先
段階

優先項目

１ 調整指数のうち「指数を調整指数に置き換える」を適用していた場合には、適用しない場合の指数および優先順位が高いこと

２ 連続不承諾回数が多いこと（入所辞退した経験のある者は入所辞退後の連続入所不可回数を採用する）

３ 入所申請者が申請書において入所調整に係る保育所をより上位の順位で選択していること

４ 保護者の市町村民税の所得割額の合計がより低額であること

５ その他市長が必要と認める基準

４．優先項目



入所後の注意点
◆勤務や世帯の状況が変わったときは、速やかに届出をお願いします。
・保育施設への入所要件や世帯の構成が変わる場合は、子育て支援課と保育施設への届出をお願いします。
・各種届出については、下記の期限までに下記の届出先へ行ってください。
※届出がなく、状況が変わったことが後日判明した場合は、入所中の児童の継続入所やきょうだい児の新規入
所を認めないことがあります。

・入所後に保育の必要性がなくなった場合は、その月の末日をもって退所となります。

状況 提出書類／手続 期限 届出先

仕事を辞め、求職活動をする 求職活動申立書 退職後2週間以内

子育て支援課

勤務先が決まった・転職した 就労証明書 転職後2週間以内

確定申告や市区町村民税申告の修正等
で、一度確定した市区町村民税額（毎
年度６月頃その年度の市区町村民税額
が確定）が変わった

申告書類の控え 申告後1ヶ月以内

保育料が第３～第６-１階層の世帯で、
同居する方が新たに身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の
いずれかの交付を受けた

手帳の写し 手帳交付後1ヶ月以内

妊娠し出産予定日がわかった
※申請がない場合、産後8週以降の
継続入所はできません。

母子健康手帳の写し
（分娩予定日記載欄）

母子健康手帳を受取後
1ヶ月以内

産前産後休業後、育児休業を１ヵ月以
上取得する

就労証明書
妊娠・出産要件の入所期限
が終了する月の２０日

婚姻（離婚）した

子育て支援課へ連絡

婚姻（離婚）後２週間以内

祖父母等と同居（別居）した 同居（別居）後２週間以内

市内で引っ越しをした 引っ越し後２週間以内

延長保育を利用（中止）する
延長保育開始申請書
（延長保育中止申請書）

利用（中止）したい月の
前月の２０日

保育施設
市外へ引っ越しをする

退所申請書 退所日の１０日前
退所する

退所の手続き
◆保育施設を退所する場合は、速やかに「退所申請書」を保育施設へ提出してください。
提出がない場合、退所後の保育料を納めていただくことになりますので、ご注意ください。

◆市外への転出による退所の場合、保育料に未納がなければ、転出日から１ヶ月以内の退所となります。保育料
に未納がある場合は転出日までに退所していただきます。

◆月途中で退所する場合の保育料は、一旦、月額全額を口座振替し、日割計算による保育料との差額を、保育料
の振替口座あるいは児童手当の振込口座へ返金（還付）します。

※上記は一例です。不明な場合は、子育て支援課へ問い合わせてください。
※提出書類の様式は、保育施設に設置しています。また、市のホームページからダウンロードできます。
（延長保育開始申請書、延長保育中止申請書、退所申請書は、保育施設のみに設置しています）

※求職から勤務に入所要件が変わり、利用時間（教育・保育給付認定）を標準時間へ変更したいなどの場合、教
育・保育給付認定変更の手続きが必要です。変更は原則月単位ですので、変更を希望する月の前月の２０日ま
でに手続きを済ませてください。

◆児童が病気にかかった場合
・病気の児童は登園をお断りすることがあります。
特に、伝染性疾患の場合、他の児童やご家族に迷惑をかけますので十分注意してください。

・伝染性疾患の場合、全治後最初の登園の際に、治癒証明書を保育施設へ提出してください。
（様式は保育施設にあります）

・乳幼児は病状が急変しやすいため、保育中に発熱などがみられた場合は直ちに保護者へ連絡します。
（住所や連絡先などに変更があった時は、保育施設及び子育て支援課へご連絡ください）

◆虐待防止のための対応措置
・虐待が疑われる場合、保育施設から市や児童相談所などの関係機関へ通報する場合があります。
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市内保育施設マップ

① 大野北保育所

② 大野南保育所

③ 筒井保育所

④ みずほ保育所

⑤ 乙金保育園

⑥ 南ヶ丘保育園（ 白木原分園）

⑦ のぞみ愛児園

⑧ リズム保育園

⑨ 平野保育園（ くすのき保育園）

⑩ 大城保育園

⑪ やさしい保育園（ だいすき保育園）

⑫ おおり保育園

⑬ ひじり保育園

⑭ たのしい保育園（ しあわせ保育園）

⑮ こすもすナーサリースクール
( こすもすENGLISHプリスクール)

⑯ みかさの森保育園

《市に申請する保育施設》
＜認可保育所（ ）内は分園＞

⑰ 大野幼稚園

⑱ 大野東幼稚園

⑲ 筑紫幼稚園

＜認定こども園＞

⑳ みかさがわ保育園

㉑ じぶんみらい保育園下大利

＜小規模保育事業所＞ 《保育施設に申請する
保育施設》

松武キッズアカデミー大野城保育園

こゆ保育園

松武キッズアカデミー下大利保育園
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みかさ幼稚園附属 みかさ保育園
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とみよ保育園ONOJO
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ふよう保育園

なないろ保育園

月の浦保育園

おひさま第２保育園

＜届出保育施設＞

＜企業主導型保育事業所＞
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大野北保育所

令和7年９月１日現在

所在地

ホームページ

設置・運営

職員体制 園長 保育士 看護師 調理員 その他

（令和7年９月１日時点） 本 章子 ３2名 １名 ８名 １名

電話

ＦＡＸ

メール

御笠川１丁目７－30

なし

大野城市

０９２－５８０－８５２２

０９２－５８０－８５２２

なし

（令和8年度予定人数）
０歳 １～２歳 ３歳以上 計

２０名 ６４名 １１１名 １９５名

開園時間

月～土曜
標準時間 ７：００～１８：００

休園日

日曜日、国民の祝日

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

短時間 ８：３０～１６：３０

延長

標準時間
１８：００～１９：００
（平日のみ）

短時間
７：００～ ８：３０

１６：３０～１８：００

クラス

障がい児保育

保育料以外の諸経費（令和7年９月１日時点）

一時保育 なし

課内保育 なし

【３歳以上のみ】
☆制服 ３，５００円
☆体操服上下Ａ ３，４５０円
☆体操服上下Ｂ ３，8５０円
☆スモック １，5００円
☆主食 持参

【全年齢共通】
★駐車場代 なし
★道具類 ４，０００～１０，０００円

（クラス単位に金額設定）
★保護者会費 毎月５００円
★月刊絵本代 毎月約４２０円

（令和8年度予定）
【その他】
●カラー帽子（１歳以上） 1,000円～

見学

大野北小

大野山田
郵便局

山田3丁目
交差点

仲畑3丁目
交差点

御笠の森小

御
笠
川

大野北
保育所

2

福
岡
都
市
高
速

号
太
宰
府
線

※金額については、変更となる場合があります。
※その他詳細は園へお尋ねください。

P：20台

つぼみ （０歳児） もも （１歳児）
きく （２歳児） ゆり （３歳児）
すみれ （４歳児） さくら（５歳児）

あり ※P９をご確認ください。

毎月1～2回、受付（要予約）
※事前に電話にて連絡してください。
電話受付：平日9:00～17:00



非常災害対策・緊急時等の対応方法
●非常災害対策

消火避難訓練：年１２回実施
・不審者対策訓練
・地震対策訓練 年間計画により実施
・風水害対策訓練

●緊急時における対応方法
・警察・消防署・警備会社子育て支援課への通報
※園舎は鉄筋コンクリートですので、基本的に
保育所内で避難
緊急時の保護者連絡はＩＣＴシステム対応
電子ロック錠、防犯カメラ、
警備会社と提携

※保護者との連絡は、
ICTシステム(アプリ対応） 救急救命研修

保育の方針 保育の目標

室内では年齢ごとの
クラスで保育をして
います

保育所の１日

０・１・２歳児 時間 ３・４・５歳児

開園・自由遊び 7:00 開園・自由遊び

出席・健康観察
朝のおやつ

9:30
出席・健康観察

お茶のみ（いりこ）

活動
年齢に応じた保育 10:00 設定保育

体操・製作・絵画・散歩

給食 11:30 給食

午睡 12：30・13：30 午睡

おやつ 15:00 おやつ

自由遊び 自由遊び

順次降園 順次降園

延長保育 18:00 延長保育

閉園 19:00 閉園

年間行事

4月
入所式
内科検診

10
月

小学生との交流会
内科検診・尿検査

５月

歯科検診
玉ねぎパーティー
親子遠足(3～5歳）

11
月

おいもパーティー
歯科検診

6月
尿検査
個人懇談（5歳児）

12
月

生活発表会（３～5才児）

クラス懇談会(０歳児)

クリスマス会

7月
七夕写真撮影
夏祭りごっこ

１月
保育参観・試食会
クラス懇談会(２歳児)

8月
夏のあそび
観劇会 ２月

卒園・修了写真
お別れ遠足(５歳児）
クラス懇談会(１歳児)

9月

地域交流会

ふれあい運動会
３月

ひな祭り
お別れ会
卒園式(5歳児）

毎月、誕生会・身体測定・消火避難訓練があります。
弁当日があります。(4月～6月・8月・10月～3月)
下線付きは保護者参加の行事です

保育参加をしています。0～2才児希望の方

健全な環境のなかで、情緒の安定した生活が
出来るように配慮し、集団の中で自己を十分に
発揮するとともに、感性豊かな子どもに育つよう
保育をする。

・基本的な生活習慣や健康の基礎を身につける
・協力しあい思いやりのある心を育てる
・自然・社会の事象に興味や関心をもつ豊かな
心情を育てる

・自分の考えを表現できる態度を養う

園庭で育てた野菜を、おいしくいただきました。
実体験できる活動を大切にしています。

食育・運動・環境(エコ）・健康について、
年齢に応じて取り組みを行っています。

ホールで夏祭りを開催！体操や運動遊び、
行事等でも使用しています。



大野南保育所

令和７年９月１日現在

所在地

ホームページ

設置・運営

職員体制 園長 保育士 看護師 調理員 その他

（令和７年９月１日時点） 千代田 久美 2４名 １名 ４名 １名

電話

ＦＡＸ

メール

下大利１丁目１８－２８

なし

大野城市

０９２－５７１－３２３３

０９２－５７１－３２３３

onominami@city.onojo.fukuoka.jp

令和８年度予定人数
０歳 １～２歳 ３歳以上 計

１０名 ４０名 7０名 １２０名

開園時間

月～土曜
標準時間 ７：００～１８：００

休園日

日曜日、国民の祝日

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

短時間 ８：３０～１６：３０

延長

標準時間
１８：００～１９：００
（平日のみ）

短時間
７：００～ ８：３０

１６：３０～１８：００

クラス

障がい児保育

保育料以外の諸経費（令和７年９月１日時点）

つぼみ （０歳児） もも （１歳児）
きく （２歳児） ゆり （３歳児）
すみれ （４歳児） さくら（５歳児）

※3･4･5歳児の縦割り保育も行っています

一時保育 なし

課内保育 なし

【３歳以上のみ】
☆体操服上下A ３，４５０円
☆体操服上下B ３，８５０円
☆スモック １，５００円
☆主食 持参

【全年齢共通】
★駐車場代 なし
★道具類 ４，０００～１０，０００円

（クラス単位に金額設定）
★保護者会費 毎月５００円
★月刊絵本代 毎月約４2０円

（令和８年度予定）
【その他】
●カラー帽子（１歳以上） 900円

見学
毎月１～２回：１０時～・１１時～
要予約（事前に電話してください）
電話受付：平日９:００～１７:００

福岡

筑紫中央高校

大野南保育所

ファミリーマート

福岡銀行

※金額については、変更となる場合があります。
※詳細は園へお尋ねください。

P：6台

あり ※P９をご確認ください。

西鉄 二日市

下大利



●非常災害対策
火災・ 消火避難訓練：年間１２回実施
・不審者対策訓練
・地震対策訓練 年間計画により実施
・風水害対策訓練

●緊急時における対応方法
・警察、消防署、警備会社、子育て支援課へ
の通報訓練実施

※園舎は鉄筋コンクリート造のため、基本的
に保育所内で避難

（災害状況により、複数の避難場所を想定）

※保護者との連絡は
ICTシステム（アプリ）対応

健全な環境の中で、情緒の安定した生活が
できるように配慮し、集団の中で、自己を
十分に発揮するとともに、感性豊かな
子どもに育つよう保育をする。

保育の方針

・基本的な生活習慣や健康の基礎を身につける
・協力しあい、思いやりの心を育てる
・自然、社会の事象に、興味や関心をもつ豊かな
心情を育てる

・自分の考えを表現できる態度を養う

保育の目標

非常災害対策・緊急時等の対応方法

◎散歩にいったり、土作りをして野菜を育てたり
自然に親しむ活動をしています。

◎夏祭りごっこでは、
廃材を使ってかきごおり

やたこやきをつくりました。
５歳児を中心にして全園児
たのしんでいます。

保育所の一日

０・１・２歳児 時間 ３・４・５歳児

開園・自由遊び 7:00
開園・自由遊び
外遊び

出席・健康確認
朝のおやつ

9:30
出席・健康確認
お茶のみ
体操

活動
年齢に応じた保育

10:00
設定保育
制作・絵画・運動・散歩
縦割りの活動など

給食 11:30 給食

午睡 12:30・13:30 午睡

おやつ 15:00 おやつ

自由遊び 自由遊び・外遊び

順次降園 順次降園

延長保育 18:00 延長保育

閉園 19:00 閉園

年間行事

４月
入園式（新入児）
内科健診

10月
歯科検診
内科健診

５月
歯科検診
※親子遠足
たまねぎパーティー

11月
おいもパーティー
観劇会
尿検査

６月
尿検査
個人懇談

12月

生活発表会
お楽しみｸｯｷﾝｸﾞ
クラス懇談会
クリスマス会

７月
七夕写真撮影
夏祭りごっこ
クラス懇談会

1月
※保育参観
給食試食会
クラス懇談会

８月
夏のあそび

2月
豆まき
修了・卒園写真撮影
年長児お別れ遠足

９月

防災訓練
ふれあいひろば
（0～2歳児親子）
あそびむし
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

（3～5歳児親子）

3月
ひなまつり
お別れ会
卒園式（年長児）

毎月、誕生会、身体測定、消火避難訓練があります。
弁当日があります。(４月～６月・８月・10月～３月)

下線付きは保護者参加の行事です。
※は3.4.5歳児のクラスの参加です。

玉ねぎの収穫
収穫したたまねぎは
焼いてたまねぎﾊﾟｰﾃｨｰ
でいただきました。

食育・運動・環境(エコ)・健康について、
年齢に応じて取り組みを行っています。



筒井保育所

令和７年９月１日現在

所在地

ホームページ

設置・運営

職員体制 園長 保育士 看護師 調理員 その他

（令和７年９月１日時点） 鎌田 記欧子 24名 １名 5名 １名

電話

ＦＡＸ

メール

筒井５丁目１５－１８

なし

大野城市

０９２－５８５－６８２４

０９２－５８５－６８２４

tutui@city.onojo.fukuoka.jp

令和８年度予定人数
０歳 １～２歳 ３歳以上 計

１０名 ４０名 ８０名 １３０名

開園時間

月～土曜
標準時間 ７：００～１８：００

休園日

日曜日、国民の祝日

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

短時間 ８：３０～１６：３０

延長

標準時間 １８：００～１９：００
（平日のみ）

短時間 ７：００～ ８：３０
１６：３０～１８：００

クラス

障がい児保育

保育料以外の諸経費（令和７年９月１日現在）

つぼみ （０歳児） も も（１歳児）
き く （２歳児） ゆ り（３歳児）
すみれ （４歳児） さくら（５歳児）

一時保育 なし

課内保育 なし

【３歳以上のみ】
☆園児服 3,500円
☆体操服上下A 3,450円
☆体操服上下B 3,850円
☆スモック 1,500円
☆肩掛けカバン 1,800円
☆主食 持参

【全年齢共通】
★駐車場代 なし
★道具類 ４，０００～１０，０００円

（クラス単位に設定）
★保護者会費 毎月５００円
★月刊絵本代 毎月約４２０円

（令和８年度予定）
【その他】
●カラー帽子（１歳以上） ９００円

見学
毎月1～2回、10:00～/11:00～
※要予約（事前に電話してください）
電話受付：平日9:00～17:00

園庭開放 あり

※金額については、変更となる場合があります。
※その他詳細は園へお尋ねください。

P：18台

あり ※P９をご確認ください。

まどかぴあ

筒井保育所

コン
ビニ

大野城
市役所

ミスター
マックス

まどかぴあ前
交差点

大文字
公園

すこやか
交流プラザ

瓦田浄水場



４月
入園式（新入児）
進級式(継続児）
内科健診

10月
すまいるフェスタ
内科健診

５月
歯科検診
※親子遠足
たまねぎパーティー

11月

おいもパーティー
歯科検診
尿検査
観劇会

６月
尿検査
個人懇談
観劇会

12月
※生活発表会
お楽しみｸｯｷﾝｸﾞ
クリスマス会

７月
七夕写真撮影
なつまつり

1月
正月･伝承あそび
※保育参観
給食試食会

８月 夏のあそび 2月
豆まき
修了・卒園写真撮影
お別れ遠足(年長児)

９月
運動あそび
クラス懇談

3月
ひなまつり
お別れ会
卒園式（年長児）

毎月、誕生会、身体測定、消火避難訓練があります。
弁当日があります。(４月～６月・８月・10月～３月)

下線付きは保護者参加の行事です。
※は3･4･5歳児クラスの参加です。

非常災害対策・緊急時等の対応方法

非常災害対策

全園児・全職員を対象にした避難訓練（火災・
地震・不審者・風水害）を月に１回実施。

消火器の模擬操作を月に１回実施。

※年に２回、水消火器操作

緊急時における対応方法

警察・消防署・警備会社

・市役所へ通報訓練実施。

園舎は鉄筋コンクリート造

のため、基本的に保育所内で避難。

（災害状況により、複数の避難場所を想定）

※保護者との連絡はICTシステム（アプリ）対応。

健全な環境の中で情緒の安定した生活ができるよう

に配慮し、集団の中で自己を十分に発揮するととも

に、感性豊かな子どもに育つよう保育をする

保育の方針 ○基本的な生活習慣や健康の基礎を身につける

○協力しあい、思いやりの心を育てる

○自然、社会の事象に、興味や関心をもつ豊かな

心情を育てる

○自分の考えを表現できる態度を養う

保育の目標

年間行事

食育・運動・環境(エコ)・健康について、
年齢に応じて取り組みを行っています。

《運動･環境》
3･5歳児で御笠川の土手を
手をつないでお散歩。

０・１・２歳児 時間 ３・４・５歳児

開園・自由遊び 7:00
開園・自由遊び
外遊び

出席・健康確認
朝のおやつ

9:30
出席・健康確認
お茶のみ
体操

活動
年齢に応じた保育

10:00
設定保育
制作・絵画・運動など

給食 11:30 給食

午睡 12:30･13:30 午睡(必要に応じて）

おやつ 15:00 おやつ

自由遊び 自由遊び・外遊び

順次降園 順次降園

延長保育 18:00 延長保育

閉園 19:00 閉園

保育所の１日

毎日、絵本・紙芝居などたくさん
のお話に触れ、親しんでいます。
３･４･５歳児クラスは絵本貸し出
しを行っています。

《環境》花いっぱい運動
新川公園のプランターに花を
植えました。

《食育》おいもパーティー
園庭の畑で採れたおいも。
洗って、蒸かした芋を包丁
で切って、小さい子のお世
話をするのは年長さんです。

《健康》交通安全教室
横断歩道の歩き方を練習



みずほ保育所

令和７年９月１日現在

所在地

ホームページ

設置・運営

職員体制 園長 保育士 看護師 調理員 その他

（R７年９月１日時点） 藤 映寿 ２７名 ０名 ４名 ０名

電話

ＦＡＸ

メール

瓦田１丁目６－１７

http://www.jade.dti.ne.jp/~mkidsp/

社会福祉法人 あけぼの福祉会

０９２－５８１－５９０４

０９２－５８１－５９２３

mkidsp@jade.dti.ne.jp

R８年度予定人数
０歳 １～２歳 ３歳以上 計

１５名 ５２名 ７８名 １４５名

開園時間

月～土曜
標準時間 ７：００～１８：００

休園日

日曜日、国民の祝日

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

短時間 ８：３０～１６：３０

延長

標準時間
１８：００～１９：００
（平日のみ）

短時間
７：００～ ８：３０

１６：３０～１８：００

クラス

障がい児保育

保育料以外の諸経費（R７年９月１日時点）

うめ （０歳児） ばら （１歳児）
もも （２歳児） はと （３歳児）
ほし （４歳児） つき （５歳児）

一時保育 なし

【３歳以上のみ】
●制服 ３，８００円
●スモック ２，２００円
●体操服 １０，３００円
●カバン ３，８００円
●主食 持参

【全年齢共通】
●道具類 ０～２，３００円
●保護者会費 毎月４００円
●駐車場代 なし

【その他】
●バック（３歳未満） ８５０円
●帽子（２歳以上） １，１００円

※金額については、変更となる場合があります。
※その他詳細は園へお尋ねください。

見学 第２・４金曜
１０：００～１１：００（要予約）
※事前に電話にて連絡してください。

園庭開放 第２・４金曜（要予約）
１０：００～１１：００

課内保育 ☆音楽教室 ３歳児～（無料）
☆体育教室 ４歳児～（無料）

P：合計8台

あり ※P９をご確認ください。



※緊急時 アプリによるメール配信

※非常災害対策 毎月１回避難訓練を実施
火災時の避難
消火訓練
地震・風水害等の自然災害対策
不審者侵入時対応訓練 等

世界でたった一つしかない気高い個性たちが
つどい、つながり、ひびきあい

心地よいハーモニーを奏で続ける場所

【基本理念】

【非常災害対策・緊急時における対応方法】

４月 入所・進級式・合同誕生会 １０月
さつまいも掘り・健康診断・歯科検診
合同誕生会・遠足

５月
合同誕生会・個人懇談
親子ふれあい広場・健康診断・歯科検診

１１月 七五三詣り・合同誕生会・個人懇談

６月 じゃがいも掘り・合同誕生会 １２月
お遊戯会・餅つき会・クリスマス会
合同誕生会

７月
保育参観・みずほっ子祭り・プール開き
個人懇談・合同誕生会

１月 個人懇談・合同誕生会

８月 プール遊び・合同誕生会・そうめん流し ２月
保育参観・作品展・豆まき会・観劇会
合同誕生会

９月 運動会・個人懇談・合同誕生会 ３月
ひな祭り・お別れ茶話会・お別れ遠足
合同誕生会・個人懇談・卒園式

みんながいて、あなたがいる
一人ひとりの個性の音色を奏でながら、
すてきなハーモニーを作りましょう。

【保育理念】

啐 啄
卵のなかの雛が殻をつつく音を感じ母鶏が外から殻をつつき割るように
私たちは子ども達の無限の可能性・能力を尊重し
日常保育あるいは多様な行事を通じて子ども達の成長をアシストいたします。

【保育方針】

【デイリープログラム】

【年間スケジュール】



乙金保育園

令和７年９月１日現在

所在地

ホームページ

設置・運営

職員体制 園長 保育士 看護師 調理員 その他

（令和７年９月１日時点） 七里 称羽 ２0名 ０名 ４名 3名

電話

ＦＡＸ

メール

乙金２丁目３－５７

http://www.otoganahoikuen.jp/

社会福祉法人 正栄会

０９２－５０３－４０００

０９２－５０３－４４４７

otoganahoikuen@tulip.ocn.ne.jp

令和８年度予定人数
０歳 １～２歳 ３歳以上 計

１０名 ４９名 ９０名 １４９名

開園時間

月～土曜
標準時間 ７：００～１８：００

休園日

日曜日、国民の祝日

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

短時間 ８：３０～１６：３０

延長

標準時間
１８：００～１９：００
（平日のみ）

短時間
７：００～ ８：３０

１６：３０～１８：００

クラス

障がい児保育

保育料以外の諸経費（令和７年9月１日時点）

あり ※P９をご確認ください。

〔分園〕・つぼみ（０歳児）・ちゅうりっぷ（１歳児）
〔本園〕・たんぽぽ（２歳児）

・ばら（３歳児）・さくら（４歳児）
・すみれ（５歳児）
※３・４・５歳児の縦割保育を行う場合があります。

一時保育 あり

課内保育
☆体育教室 ３歳児から無料
☆音楽教室 ３歳児から無料
☆お話し会 第3水曜 4・5歳児

【３歳以上のみ】
●制服 ３，８００円
●スモック １，５００円
●体操服 夏：３，９００円

冬：４，１００円
●帽子 ９００円
●道具類 ３，６９０円程度
●カバン 2，８５０円
●主食 持参
●副食費 毎月：４，５００円

【全年齢共通】
●布団リース 選択制（有料 月1,100円）
●駐車場代 なし
●保護者会費 毎月：５００円

※金額については、変更となる場合があります。
※その他詳細は園へお尋ねください。見学 随時受付（要予約）

※事前に電話にて連絡してください。

園庭開放 月曜日 ９：３０～１１：００

P：20台

P：6台

太宰府インター



乙金保育園 １９５８年開園

理 念 「ありがとう、ごめんなさい」が言えるこどもを育てる
園児・保護者・職員誰もが安心して来ることの出来る、心豊かな保育園

保育方針 児童憲章（子どもの権利）の精神にのっとり、それぞれが頂いた命を喜び
とし、共に「おかげさまで、ありがとう」ということを中心に園児さんの
健康、情操教育のお世話をさせて頂く「まことの保育」

保育目標 ・ 生命を大切にするこども
・「ありがとう、ごめんなさい」が言えるこども
・良く見、良く聞き、自分で思ったことを素直に表せる豊かな感性を持ったこども

一日の流れ

０・１・２歳児 時 間 ３・４・５歳児

開園

登園～自由遊び

おやつ

室内遊び

外遊び

課題遊び

昼食（11:15）

午睡

おやつ

自由活動

順次降園

延長保育

閉園

7:00

8:30

9:00

11:30

14:45

16:00

18:00

19:00

開園

登園～自由遊び

たいそう

朝の集い

クラスのテーマ

活動（室内、室外）

昼食（11:30）

午睡
（５歳児なし）

おやつ

帰りの集い

順次降園

延長保育

閉園

行 事

4・5・6月

入園式
花まつり
内科・歯科検診
検尿
保育参観

7・8・9月
七夕交流会
ナイト保育

10・11・12月

運動会
内科・歯科検診
検尿

バスハイク
発表会
もちつき

1・2・3月
ひなまつり
お別れ会
卒園式

誕生会は各クラスで、
誕生日の日にお祝いをしています。

非常災害対策・緊急時等の対応方法
毎月 避難訓練・消火訓練

緊急時の連絡体制
一斉メールで連絡します。

分園の園舎入口



南ヶ丘保育園

令和７年９月１日現在

所在地

ホームページ

設置・運営

職員体制 園長 保育士 看護師 調理員 その他

（令和７年９月１日時点） 平田 祐子 ４0名 １名 7名 8名

電話

ＦＡＸ

メール

本園 大字牛頸２７９－１

http://www.minami-h.com/

社会福祉法人 神生会

０９２－５９６－０２１８

０９２－５９６－０２４０

info@minami-h.com

令和８年度予定人数
０歳 １～２歳 ３歳以上 計

２４名 ７２名 １１４名 ２１０名

開園時間

月～土曜
標準時間 ７：００～１８：００

休園日

日曜日、国民の祝日

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

短時間 ８：３０～１６：３０

延長

標準時間
１８：００～１９：００
（平日のみ）

短時間
７：００～ ８：３０

１６：３０～１８：００

クラス

障がい児保育

保育料以外の諸経費（令和７年９月１日時点）

ﾏｰｷｭﾘｰ(南ヶ丘、白木原）（0・１歳児）※分園で保育

ｳﾞｨｰﾅｽ・ｱｰｽ・ﾏｰｽﾞ （１・２歳児）

ｳﾗﾈｽ・ﾈﾌﾟﾁｭｰﾝ・ﾌﾟﾙﾄｰ （３・４歳児）

ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ （５歳児）

一時保育 あり

入園に必要なもの

●制服（体操服上下）…3歳以上 4,100円

●冬ジャージ上下…3歳以上 6,200円

●園靴…3歳以上 3,410円

●カラー帽子…2歳児以上 1,050円

●手作りリュック…全園児

諸経費（口座振替のみ〔手数料：保護者負担〕）

●主食費…3歳児以上 毎月 1,000円

●副食費…３歳児以上 毎月 4,500円

●保護者会費…全園児 毎月 550円

●道具・教材費…全園児 2,600〜9,000円

●布団リース(希望者のみ） 毎月900円

●スモック なし

●駐車場代 なし

※金額については、変更となる場合があります。
その他詳細は園へお尋ねください。

見学 第２・４水曜日（要予約）

園庭開放と育児相談 第２・4水曜日
9：30～11：30

縦割保育をしています。

課内保育
( 無料 ）

☆ABC遊び : 0歳児～

☆音楽リズム・安田式体育遊び:1歳児～

☆プール遊び・英語教室・ダンス教室 :３歳児～

☆サッカー教室:4歳児～ ☆音楽遊び:５歳児～

※行事等で日程変更になる場合がありますので、事前に電話にて連絡してください。

南ヶ丘分園 南ケ丘3丁目2番２１号
白木原分園 白木原4丁目１１番４号

P：18台

P：9台

P：3台

あり
※P９をご確認ください。

地域活動 ・離乳食教室（要予約）詳しくはこちら→

・ベビーマッサージ教室（要予約）



●身体測定 ●誕生会（お子様のお誕生日にルームで祝う）

●避難訓練（本園・分園）
≪３、４、５歳児の活動≫
★生ゴミリサイクル ★玄米炊き（週に２回）

＊最も大切な０～６才までの期間に、ＴＶに頼らず、いつでも大人が直

接関わり、心と心のふれあいを大切にします。

＊目や耳や鼻や手や舌の五感を使って体験できる機会を最大限に保障し、

人格形成の基礎作りを目指します。

＊モンテッソーリー教育法を根本に、目に見えにくい心の発達（精神

面）を最重要視しながら、自分の存在がまわりに受け入れられ、愛さ

れそして必要とされていると感じられるような関わりを目指します。

＊お子様が様々な活動を自主的に行えるように保護者と共に環境を整え、

日々の体験を繰り返しながら『できること』が一つひとつ増えること

で自信（自分を信じる力）・自己肯定感（自尊感情）を高められるよ

うに、根気強く関わっていきます。

＊腰骨を立てて正しい姿勢をとり、健康な身体づくりとつよい心を培い

ます。

＊種から芽が出て、野菜が育つ過程を間近で見ながら、収穫の喜びと命

を頂く恵みを体験します。採れた野菜から命のバトンの種が採取でき

ることを学び、全ての生命は密接に絡み合いながら循環していること

を知ることで物の大切さ・感謝の気持ち・命の尊さに気づけるように

関わります。

＊給食の食材や調味料は、できるだけ無農薬・無添加物のものを使い、

お子様の味覚が育つ大切な時期に食材がもつ本物の味を提供し、日本

の伝統食文化を伝えていくことも含めた『食育』に取り組みます。

１．自分から挨拶をする
（尊敬する心）

２．靴を揃える・椅子を入れる
（最後までやり遂げる心）

３．「はい」と返事をする
（素直な心）

☆立腰…腰骨を立てて心と身体
を整えます

保育目的 子どもの『倖せになる力』をすくすく伸ばす

保育方針 保育目標

・音楽会や観劇会の主催

・乗馬体験・その他

保護者会行事

分園の紹介

マクロビオティックの料理法を取り入れ、

玄米を主食とし、野菜中心の献立です。

給食について

味噌 梅干 紫蘇ジュース 梅蜜ジュース

ふりかけ トマトピザ ラタトゥイユ

ピーマンのおかか和え 大学南瓜

芋きんとん 味噌汁 沢庵 おせち料理

クッキングメニュー

非常災害対策・緊急時などの対応

☆避難訓練（毎月1回）

火災、風水害、地震、不審者等対策を毎月年間計画により実施

☆災害時の避難場所（南コミュニティ、平野中学校）

☆園のガイドラインに沿って避難する。

☆保護者との連絡方法はICTシステム対応

☆電子ロック錠、防犯カメラの設置、警備会社と提携

☆熱中症対策

日除けを園庭全体に設置 お子様の活動量を保証しています

保育時間内での習い事「未来のたねまき教室」

希望者は有料で、外部講師による習い事が受けられます【課外】

英語教室：3、4、5歳児

サッカー教室：５歳児 ダンス教室： 3、4、5歳児

分園に入所したお子様は、2歳頃に本園に移行（クラス替え）になります。白木原分園に入所されたお子様に限り

移行後も引き続き白木原分園での受け入れ受け渡しが可能です。園バスで本園⇔白木原分園を移動します。

バス利用については、利用できる人数制限などの諸条件がありますので、お問合せください。

トイレットトレーニングに力をいれています

排泄の自立は、お子様が心も身体も健やかに育ち、自信をもって過ごすために欠かせない課題です。近年の紙おむつの進化に

より、排泄の自立がなかなか進まないお子様が増えてきています。紙パンツの使用が長くなるとそれが当たり前になってしま

い、逆に紙パンツの中でしか排尿・排泄できなくなるケースが見受けられます。お子様の尊厳を守り、発達上に適した時期で

の排泄の自立の完了を目指して、ご家庭と協力しながら取り組んでいます。2歳のお誕生日を迎えたら、エコニコパンツの使用

のご案内をします。おしっこが出る感覚、ズボンに染み出て落ちてくる感覚が、排泄の自立につながります。幼児クラスでは、

一日綿パンツで過ごすことを基本としています。職員で幸せおむつ外しアドバイザーを養成し、お子様と保護者を応援します。

毎月の行事

◎年間行事・1日の流れはホームページに掲載しています

南ヶ丘分園

白木原分園



のぞみ愛児園

令和７年９月１日現在

所在地

ホームページ

設置・運営

職員体制 園長 保育士 看護師 調理員 その他

（令和７年９月１日時点） 岩見 博和 ３８名 １名 ７名 ４名

電話

ＦＡＸ

メール

下大利団地４－１

http://nozomi5hq.mystrikingly.com/

社会福祉法人 五豊会

０９２－５８２－４６５６

０９２－５８２－４６９８

なし

令和８年度予定人数

０歳 １～２歳 ３歳以上 計

分園① ２０名
分園② ６名

本園 ６２名
分園② １２名

本園 １０８名
分園② １８名

２２６名

開園時間

月～土曜
標準時間 ７：００～１８：００

休園日

日曜日、国民の祝日

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

短時間 ８：３０～１６：３０

延長

標準時間
１８：００～１９：００
（平日のみ）

短時間
７：００～ ８：３０

１６：３０～１８：００

クラス

障がい児保育

保育料以外の諸経費（令和７年９月１日時点）

あり
(受け入れ体制により変更あり)

《本 園》えんじぇる（１歳児）
はな（１・２歳児）おひさま（２歳児）
そら・ほし・にじ・あかり・わかば
（３・４・５歳児 縦割り保育）

《分園①》たんぽぽ（０歳児）
《分園②》すみれ（０歳児）もも（１・２歳児）

つき（３・４・５歳児 縦割り保育）

一時保育

課内保育
スイミング２歳から有料
７００円／１回

【３歳以上のみ】
●制服（夏冬込）男・女（参考）１３，４００円
●体操服（夏冬込） ６，８００円
●上靴袋 ２５０円
●上靴 個人で準備
●カバン・バッグ ３，８００円
●主食費 毎月 １，０００円
●副食費 毎月 ４，５００円

【全年齢共通】
●道具類 ３，０００円～６，０００円程度
●帽子 個人で準備
●保護者会費 毎月 ６００円
●駐車場代 なし
●スモック なし

※金額については、変更となる場合があります。
※その他詳細は園へお尋ねください。

見学

園庭開放 毎週火曜１０：００～１２：００

P：11台

火曜日10時～
※事前に電話にて予約してください。

あり ※P９をご確認ください。



１．子ども一人ひとりが、個性の伸展、人格の尊厳、
人権の尊重を約束されつつ、保育士に安心して
心身を預託する。そして、その環境のもと、自
己の内面を充実発揮し、生きる喜びを感じつつ
日々の様々な自己体験を通して「生きる力」を
身につけてゆけるよう保障する。

２．地域の生活文化や、伝承文化に慣れ親しみ、興
味をもつ。

３．地域の人々、心身に障がいを有する人、異年齢
の人たちに関わりを持ち、生きる喜びを分かち
あったり、ともに生きるための知恵を学びあう。

【保育の方針】

１．心身の調和のとれた知力・体力づくりをめざす。
〔他人の気持ちが分かる子ども〕

２．豊かな人間性を育てる。
〔自分らしく生きる子ども〕

３．自ら考え、判断し、行動できる能力が身に付くよ
うに着意する。
〔個性豊かな子ども〕

【保育目標】

【１日の流れ】

０～２歳児 ３～５歳児

7:00
7～9

9～11

11～13

13～15

15～16
16～18
16～18
18～19

順次登園
自由活動

朝のつどい
グループ別遊び
昼食・片付け
午睡準備
午睡・起床

おやつ
自由活動
順次降園
延長保育
（１歳以上）

7:00
7～10

10～12

12～13

13～15

15～16
16～18
16～18
18～19

順次登園
自由活動

朝のつどい
グループ別遊び
昼食・片付け

年齢別設定保育

おやつ
自由活動と集い
順次降園
延長保育

・避難訓練 毎月実施
・消火訓練 年１回実施
・風水害避難訓練 年１回実施
・地震避難訓練 年１回実施
・不審者対策訓練 年２回実施

[災害時の避難・連絡手順]
①職員が園児を誘導後、団地１５棟公園へ避難。
または、内野歯科医院前広場。（人数確認）

②建物の倒壊、出火がない場合は、１５棟公園、内
野歯科医院前広場。または、下大利団地グランド
へ避難。その後、下大利団地公民館、または、下
大利小学校へ避難。（建物の倒壊、出火の状況を
みて避難場所は判断する。）

③避難終了後、保護者へは緊急メール、園の電話、
携帯で園児避難場所安全確認の連絡をとる。
（公衆電話の場所確認）

④保護者の方から、または、園からの園児の安全
確認については、電話等の連絡がつきにくい状
態になることが予想されますので、園では、子
どもたちの安全に全力で取り組みます。

非常災害対策・緊急時等の対応方法

１．家庭的な、温かい雰囲気の中で、子どもが安心
して園生活をおくり、かつ、自己発揮できるよ
う、人的・物的環境の維持、整備につとめてい
ます。

２．日々の保育の場においては、常に子どもの視座
に立つことを心がけ、子どもに対する理解を深
める能力を高めるため、保育士が常に研鑽に努
めています。

３．地域においては子育て中の家庭を支援するため、
「子育て支援センター」の機能を確立し、ある
いは地域の児童の健全育成に努めるなど、地域
福祉へ貢献することを常に着意しています。

【園の特徴】

４月 入園・進級式・内科検診
おみしり会（お楽しみ会）

５月 天拝山登山（年長児）

６月 保育参観（３・４・５歳児）
歯科検診

７月 下大利商店街夏まつり（年長児）
観劇会（年中児・年長児）

８月 夏まつり

９月 敬老会（もみじの会）
耳鼻科検診・秋涼の会（お楽しみ会）

１０月 秋の遠足・内科検診
ハロウィン
子どもの広場（運動会３～５歳児）
いもほり（年中児）

１１月 七五三・秋月お参り（年長児）
消防署見学（年長児）
個人面談（０・１・２歳児）

１２月 クリスマス会・もちつき
冬のつどい（発表会・３～５歳）

１月 マリンワールド（年長児）
歯科検診

２月 まめまき・制作展

３月 お別れ遠足・ひな祭り
お別れパーティー・卒園式

【年間行事予定】



リズム保育園

令和７年９月１日現在

所在地

ホームページ

設置・運営

職員体制 園長 保育士 看護師 調理員 その他

（令和７年９月１日時点） 川村 雅子 ２１名 １名 ４名 ５名

電話

ＦＡＸ

メール

中央１丁目８－１

http://rizumuhoikuen.jp/

社会福祉法人 育愛会

０９２－５７２－６４５５

０９２－５７２－０１００

info@rizumuhoikuen.jp

令和８年度予定人数
０歳 １～２歳 ３歳以上 計

９名 ５０名 １０６名 １６５名

開園時間

月～土曜
標準時間 ７：００～１８：００

休園日

日曜日、国民の祝日

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

短時間 ８：３０～１６：３０

延長

標準時間
１８：００～１９：００
（平日のみ）

短時間
７：００～ ８：３０

１６：３０～１８：００

クラス

障がい児保育

保育料以外の諸経費（令和７年９月１日時点）

ベビー （０歳児） すず （１歳児）
カスタネット（２歳児） ピアノ （３歳児）
ふえ （４歳児） たいこ （５歳児）

一時保育 あり

課内保育

【１歳以上】
●制服上・下 ９,０００円
●体操服上・下 ３,４００円
●ベレー帽 ２,１００円
●通園カバン ４,７００円

【３歳以下】
●オムツ手ぶら登園 毎月３,２７８円
●お昼寝布団レンタル 毎月１,５００円

【３歳以上】
●主食代 毎月１,０００円
●副食代 毎月４,５００円

【全年齢共通】
●道具類 １０,０００円前後
●保護者会費 毎月６００円
●駐車場代 なし

※金額については、変更となる場合があります。
※その他詳細は各園へお尋ねください。

見学

随時受付（要予約）
※事前に電話にて
連絡してください。

園庭開放 なし

☆音楽指導 ４歳児から無料
☆体育指導 ３歳児から無料
☆英会話教室 ３歳児から無料

P：11台

あり ※P９をご確認ください。



豊かに伸びゆく可能性を秘めた子ども達が、

現在を最も良い環境で生活し、

望ましい未来を創りだす力の基礎を培う。

保育の方針

１、健康で元気な子
２、みんなで仲良く遊べる子
３、自分のことは自分でできる子
４、自分で考えて表現し、活動できる子
５、心の明るい子

保育の目標

非常災害対策・緊急時等の対応方法

４月 内科検診

５月 園外保育

６月 歯科検診 交通安全指導

７月 作品展

８月

９月 運動会

１０月
保育参観 園外保育
内科検診

１１月
七五三お宮参り 歯科検診
お楽しみ保育 卒園児同窓会

１２月 生活発表会 餅つき

１月 どんど焼き 防災体験

２月 節分

３月
お楽しみ会 卒園式
新入園児説明会

＊避難訓練は、毎月1回、防犯訓練は年に1・2
回、多様な状況を想定して実施。
職員の訓練は、定時訓練以外にも、園内研修
等を通して随時実施している。

＊非常時及び緊急時の連絡はモバイルメールを
利用して行う。
（各自家庭でのアドレスの登録が必要）

＊災害時、園外に避難待機が必要な場合には隣
接する中央コミュニティーセンターを利用す
る。

＊災害時に即座に対応できるように、災害対策
備品・食品の備蓄は可能な限り行っていく。

♪食育活動
☆野菜や果物の栽培

ゴーヤ・ミカン・季節の野菜 … 園庭で収穫しています。
☆作って食べよう！

カレーライス・クッキー・パン・みそ・スィーツなど、
色々なメニュー作りに挑戦しています。

♪エコ活動
☆子ども達が自分で取り組めるエコ活動は何かな？

色々な取り組みをしていますが、その一環として
行っている作品展は、使う材料もその使用後もリサ
イクルです。

♪音楽指導
☆年令別に色々な楽器に親しんでいます。
４・５歳児は和太鼓やマーチングにも取り組んでいます。

♪体育指導
☆週一回３～５歳児の子ども達が指導を受けています。

♪英会話教室
☆週一回３～５歳児の子ども達が指導を受けています。

こんな活動もしています

★ 一日のスケジュール ★ ★ 年間行事 ★

０・１・２歳児 時間 ３・４・５歳児

開園
自由遊び

７：００
開園

自由遊び

朝の会・生活指導
体操・おやつ

9：３０
朝の会・生活指導

体操

年齢別保育 １０：００
年齢別保育

昼食・休憩 １１：００

お昼寝

１２：００
昼食

自由遊び ・戸外遊び

１３：３０
お昼寝 （3歳児）

年令別保育（4・5歳児）

おやつ １５：００ おやつ

一日のしめくくり １６：００ 一日のしめくくり

合同保育
（自由遊び）

１６：３０
合同保育

（戸外・自由遊び）

延長保育 １８：００ 延長保育

閉園 １９：００ 閉園

＊毎月、誕生会、身長・体重測定を
実施しています



平野保育園

令和７年９月１日現在

所在地

ホームページ

設置・運営

職員体制 園長 保育士 看護師 調理員 その他

（令和７年９月１日時点） 井上 孫紹 3７名 １名 ８名 ３名

電話

ＦＡＸ

メール

牛頸４丁目７－２０

http://www.hirano-hoiku.ed.jp/

社会福祉法人 大楠会

０９２－５９６－６２００

０９２－５９６－１９３５

hiranohoiku@gmail.com

令和８年度予定人数
０歳 １～２歳 ３歳以上 計

２０名 ７８名 １４２名 ２４０名

開園時間

月～土曜
標準時間 ７：００～１８：００

休園日

日曜日、国民の祝日

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

短時間 ８：３０～１６：３０

延長

標準時間
１８：００～１９：００
（平日のみ）

短時間
７：００～ ８：３０

１６：３０～１８：００

クラス

障がい児保育

保育料以外の諸経費（令和７年９月１日時点）

◎くるみ （０歳児） しゃぼんだま（１歳児）
おりがみ （２歳児） さんぽ （３歳児）
かくれんぼ （４歳児） おにごっこ （５歳児）

一時保育 なし

【２歳以上のみ】
●制服 ８．８００円
●スモック １，４５０円
●帽子 １，０００円
●カバン ３，５００円
●主食・副食費（３歳以上）毎月５，７００円

【全年齢共通】
●体操服 ３，６５０円
●道具類 約９，０００円
●保護者会費 毎月５００円
●布団リース代 毎月５００円
●駐車場代 なし

※金額については、変更となる場合があります。
※その他詳細は園へお尋ねください。

見学
随時受付【平日午前中】（要予約）
※事前に電話にて連絡してください。

園庭開放 なし

課内保育

◎はくるみハウス（分園）にて保育

☆絵画指導 ２歳から無料
☆体育あそび ２歳から無料
☆プール指導 ３歳から無料
☆英語あそび ５歳から無料

Ｐ：６台（9:00までと17:00~18:00は園庭開放）

あり ※P９をご確認ください。



くすのき保育園（平野保育園分園）

令和７年９月１日現在

所在地

設置・運営

職員体制 園長 保育士 看護師 調理員 その他

（令和８年４月１日予定） 井上 孫紹 １０名 １名 １名 ０名

電話

ＦＡＸ

メール

上大利２丁目１７－５（２Ｆ）

社会福祉法人 大楠会

０９２－５５８－９５５５

０９２－５５８－９５５６

hiranohoiku@gmail.com

令和８年度予定人数
０歳 １～２歳 ３歳以上 計

６名 １４名 ２０名 ４０名

開園時間

平日
標準時間 ７：３０～１８：３０

休園日

日曜日、国民の祝日

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

短時間 ８：３０～１６：３０

土曜
標準時間 ７：0０～１８：0０

短時間 ８：３０～１６：３０

延長保育

標準時間 18:30～19:00（平日のみ）

短時間

平日 ①7：30～8：30
②16：30～18：30 ※令和８年度は土曜日の通常保育、

延長保育ともに本園で実施
土曜

①7：00～8：30
②16：30～18：00

クラス

０歳児 １クラス １・２歳児 １クラス ３歳児 １クラス

令和８年度４才児クラス開設予定

見学 随時受付
【毎週火曜日午前中】

（要予約）※事前に電話にて連絡してください。

（クラス編成は人数により変更有り）

筑
紫
中
央

高
校

南福岡
自動車
学校

マックスバリュ

くすのき保育園 Ｐ2台 ■

至 水城

JR 鹿児島本線

至 都府楼

西鉄天神大牟田線



大城保育園

令和７年９月１日現在

所在地

ホームページ

設置・運営

職員体制 園長 保育士 看護師 調理員 その他

（令和７年９月１日時点） 関 和弘 １5名 1名 ４名 1名

電話

ＦＡＸ

メール

大池２丁目１０－１

http://oogihoikuen.jp/

社会福祉法人 花園会

０９２－５０４－１４２１

０９２－５０４－１４５４

なし

令和８年度予定人数
０歳 １～２歳 ３歳以上 計

９名 ３９名 ７２名 １２０名

開園時間

月～土曜
標準時間 ７：００～１８：００

休園日

日曜日、国民の祝日

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

短時間 ８：３０～１６：３０

延長

標準時間
１８：００～１９：００
（平日のみ）

短時間
７：００～ ８：３０

１６：３０～１８：００

クラス

障がい児保育

保育料以外の諸経費（令和７年９月１日時点）

てんとうむし組 （０歳児） うさぎ組 （３歳児）
ちょうちょう組 （１歳児） きりん組 （４歳児）
とんぼ組 （２歳児） ぞう組 （５歳児）

一時保育 なし

【０歳から2歳】
●帽子、道具類 ９0円～1,800円

【３歳以上のみ】
●制服（カーディガン） ４，５１０円
●体操服（上下） ４，６２０円
●帽子 １，１００円
●カバン ４，５００円
●主食費 １，０００円
●副食費 ４，５００円
●道具類 ８００円

【全年齢共通】
●保護者会費 毎月５００円
●駐車場代 なし

※金額については、変更となる場合があります。
※その他詳細は園へお尋ねください。

見学

毎週水曜（要予約）
※事前に電話にて連絡してください。 園庭開放 毎週土曜 １０：００～１２：００

課内保育

☆書き方教室 ５歳児（年長）から無料

☆体操教室 3歳から５歳児無料

P：有

あり ※P９をご確認ください。

太宰府インター




